
走りながら考える移動支援

第１１回 ＳＣ ＣＡＦＥ
令和５年７月１３日（木）

社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会
第１層生活支援コーディネーター 工藤 順也
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１０日前
まで

前日
まで

当日 翌月１０日
まで

利用者 社協へ依頼
利用料（ガソリン代）を
支払い

ふれドラ 領収証準備 活動実施
社協へ
活動実績報告

社 協
・ふれドラへ依頼
・マッチング

・ガソリン代計算
・紙面で調整結果
  通知

保険会社へ
活動実績報告



Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

登録利用者 １０名 １６名 １９名

ふれあいドライバー ７名 １０名 ９名

活動実績 ４４回 １１３回 ３１回

１０月
開始！





利用者

ふれドラ

社協 行政

※

※Ｒ元年10月7日
国土交通省自動車局旅客課大石氏に電話確認。
送迎前後の付添支援への対価は支払って問題なし。ただし、「送迎サービス」と称しての実施は違反となる。
あくまでも付添支援への対価であるため、「●●支援サービス」等とする。
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